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令和７年３月 愛荘町議会定例会 議事日程

令和７年２月１７日 午 時 分開会 

令和７年２月１７日 午 時 分開議 

開会の宣告 

開議の宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

   番 君    番 君 

日程第 ２ 会期の決定 

会 期 自 令和７年２月１７日 

至 令和７年 月  日（  日間） 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長提案趣旨説明  

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 同意第 １号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第 ７ 同意第 ２号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 ８ 同意第 ３号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 ９ 同意第 ４号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１０ 同意第 ５号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１１ 同意第 ６号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１２ 同意第 ７号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１３ 同意第 ８号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１４ 同意第 ９号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１５ 同意第１０号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１６ 同意第１１号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１７ 同意第１２号 愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１８ 同意第１３号 愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１９ 承認第 １号 令和６年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承

認を求めることについて 

日程第２０ 議案第 １号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

日程第２１ 議案第 ２号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向

上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会

形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理



に関する条例 

日程第２２ 議案第 ３号 愛荘町監査委員に関する条例および愛荘町下水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例 

日程第２３ 議案第 ４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第２４ 議案第 ５号 愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第２５ 議案第 ６号 愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例 

日程第２６ 議案第 ７号 愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例の全部改正につ

いて 

日程第２７ 議案第 ８号 愛荘町こども家庭センター設置条例 

日程第２８ 議案第 ９号 令和６年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第２９ 議案第１０号 令和６年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議案第１１号 令和６年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第３１ 議案第１２号 令和６年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第３２ 議案第１３号 令和６年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第３３ 議案第１４号 令和６年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第３４ 議案第１５号 令和７年度愛荘町一般会計予算 

日程第３５ 議案第１６号 令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第１７号 令和７年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第１８号 令和７年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第１９号 令和７年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第２０号 令和７年度愛荘町下水道事業会計予算 

日程第４０ 議案第２１号 町道の路線の認定につき議決を求めることについて 

（令和７年 月  日  午 時 分  閉会） 



同意第１号 

愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 愛荘町公平委員会委員に次の者を選任することについて、地方公務員法第９条の２第２

項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町斧磨３２４番地３ 

にしかわ たけこと 

氏  名  西 川 武 士 

生年月日  昭和２９年（１９５４年）３月７日 

1



同意第２号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町沓掛５６８番地 

すだ のぼる 

氏  名  須 田 昇 

生年月日  昭和２７年（１９５２年）１月１３日 

2



同意第３号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町軽野乙８８番地 

きたむら まさよし 

氏  名  北 村 正 𠮷 

生年月日  昭和３８年（１９６３年）６月１２日 
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同意第４号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町円城寺３８２番地 

きたがわ ひさかず 

氏  名  北 川 久 和 

生年月日  昭和３２年（１９５７年）７月１日 
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同意第５号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町山川原４６５番地 

ほんだ かずお 

氏  名  本 田 一 雄 

生年月日  昭和２１年（１９４６年）１２月７日 
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同意第６号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町香之庄３７５番地 

むらかわ ただかず 

氏  名  村 川 忠 一 

生年月日  昭和２４年（１９４９年）４月３日 
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同意第７号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町山川原２８３番地７ 

おしたに たづこ 

氏  名  押 谷 多 津 子 

生年月日  昭和３６年（１９６１年）７月２７日 
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同意第８号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町蚊野１３９７番地 

うの こういち 

氏  名    野 幸 一 

生年月日  昭和２４年（１９４９年）８月１８日 
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同意第９号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町長野１８３２番地 

やまがた としゆき 

氏  名  山 縣 俊 之 

生年月日  昭和３３年（１９５８年）１２月２７日 
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同意第１０号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町東円堂１６３０番地 

くぼた ひさし 

氏  名  久 保 田 九 

生年月日  昭和４９年（１９７４年）９月２９日 
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同意第１１号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町竹原７２７番地 

こばやし ただみち 

氏  名  小 林 忠 道 

生年月日  昭和３５年（１９６０年）３月２４日 
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同意第１２号 

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 愛荘町農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町安孫子１５６番地 

こいずみ かつのり 

氏  名  小 泉 勝 敬 

生年月日  昭和３４年（１９５９年）６月４日 
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同意第１３号 

愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

愛荘町教育委員会委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

記 

住  所  滋賀県愛知郡愛荘町長野１９５９番地１０ 

  もりの けいこ 

氏  名  森 野 啓 子 

生年月日  昭和３５年（１９６０年）７月３１日 
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承認第１号 

令和６年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承認を求めることにつ

いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次にように専

決処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

専決処分書 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のように専決処分する。 

  令和７年１月１５日 

愛荘町長  有村 国知  

令和６年度愛荘町一般会計補正予算（第９号） 
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議案第１号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

第１章 関係条例の一部改正 

（愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第１条 愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年愛荘町条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

第１３条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（愛荘町職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 愛荘町職員の給与に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５０号）の一部を次の

ように改正する。 

第１５条第１項第１号中「この項および第２項において」を削る。 

第２２条の２第３号および第４号、第２２条の３第１項第１号および第３項第１号中

「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

第２８条中「第３１条の２第１項」を「第３１条の２」に改める。 

（愛荘町消防団条例の一部改正） 

第３条 愛荘町消防団条例（平成１８年愛荘町条例第１３７号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「。以下「法」という。」を削る。 

第５条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第４条 愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成１８年愛荘町

条例第１３９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（愛荘町行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第５条 愛荘町行政不服審査法施行条例（平成２８年愛荘町条例第１号）の一部を次のよ
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うに改正する。 

第１５条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（愛荘町個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第６条 愛荘町個人情報保護法施行条例（令和５年愛荘町条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

付則第３条第４項および第５項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（愛荘町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第７条 愛荘町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年愛荘町条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第４項ただし書中「。以下「情報公開条例」という。」を削る。 

第５０条中「（平成１８年愛荘町条例第８号）」を削る。 

第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

付則第２条中「（平成１８年愛荘町条例第８号）」を削る。 

   第２章 経過措置 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第８条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によるこ

ととされ、なお効力を有することとされまたは改正前もくしは廃止前の条例の規定の例

によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条

の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」

という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以

下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）または旧刑法第１６条に規定する拘

留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれ

ぞれの刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じ

くする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第９条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に

16



処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じく

する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せ

られた者とみなす。 

（愛荘町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 刑法等一部改正法および刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）ならびにこの条例（以下これらを「刑法

等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定めら

れている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の愛荘町職員の給与に

関する条例第２２条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）および第３項（第３号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴を

された者とみなす。 

（経過措置の規則への委任） 

第１１条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置

は、規則で定める。 

   付 則 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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議案第２号 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第１条 愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年愛荘町条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第１項第３号中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

（愛荘町税条例の一部改正） 

第２条 愛荘町税条例（平成１８年愛荘町条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の２第１０項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 

第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

第８９条第２項第２号および第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第

２条第１６項」に改める。 

（愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第３条 愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年愛荘町条

例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３号中「第２条

第１０項」を「第２条第１１項」に改め、同条第４号中「第２条第１２項」を「第２条

第１３項」に改め、同条第５号中「第２条第１４項」を「第２条第１５項」に改める。 

18



（愛荘町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第４条 愛荘町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年愛荘町条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第４項ただし書中「第２条第２項」を「第２条第２号」に改め、同条第１０項

中「以下」を「第１２条第５項において」に、「第２条第８項」を「第２条第９項」に

改める。 

第１２条第５項中「および第２９条」を削り、同項の表中「第２条第９項」を「第２

条第１０項」に改める。 

第１７条第１項各号列記以外の部分中「以下」を「第３項において」に改め、同条第

２項第１号ア中「または報酬、福利厚生」を「もしくは報酬もしくは福利厚生」に、「そ

の他」を「または」に改める。 

第１８条第１項中「議会の保有する」を削り、同条第２項中「この章において」およ

び「この章および第４８条において」を削る。 

第２７条第２項中「この章において」を削る。 

第３１条第２項中「この章および第４８条において」を削る。 

第３２条第３項中「この章において」を削る。 

第３８条第１項ただし書中「この章において」を削り、同条第２項中「この章および

第４８条において」を削る。 

第３９条第３項中「この章において」を削る。 

第４７条中「第４章」を「前章」に改める。 

第４８条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

愛荘町監査委員に関する条例および愛荘町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町監査委員に関する条例および愛荘町下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例 

（愛荘町監査委員に関する条例の一部改正） 

第１条 愛荘町監査委員に関する条例（平成１８年愛荘町条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

（愛荘町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 愛荘町下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年愛荘町条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日または地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）

附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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議案第４号 

愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 愛荘町国民健康保険税条例（平成１８年愛荘町条例第５７号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第１項中「１００分の６．１１」を「１００分の６．５６」に改める。 

第５条中「２４，０００円」を「２７，０００円」に改める。 

第２１条第１項第１号ア中「１６，８００円」を「１８，９００円」に改め、同項第２

号ア中「１２，０００円」を「１３，５００円」に改め、同項第３号ア中「４，８００円」

を「５，４００円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，６００円」を「４，０５０円」

に改め、同号イ中「６，０００円」を「６，７５０円」に改め、同号ウ中「９，６００円」

を「１０，８００円」に改め、同号エ中「１２，０００円」を「１３，５００円」に改め

る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の愛荘町国民健康保険税条例の規定は、令和７年度分以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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議案第５号 

愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成１８年愛荘町条例第

１３９号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

退職報償金支給額表 

階級 勤務年数 

5年以上10

年未満 

10年以上

15年未満 

15年以上

20年未満 

20年以上

25年未満 

25年以上

30年未満 

30年以上

35年未満 

35年以上 

団長 239,000 

円 

344,000 

円 

459,000

円 

594,000

円 

779,000

円 

979,000

円 

1,079,000

円 

副団長 229,000 

円 

329,000 

円 

429,000

円 

534,000

円 

709,000

円 

909,000

円 

1,009,000

円 

分団長 219,000 

円 

318,000 

円 

413,000

円 

513,000

円 

659,000

円 

849,000

円 

949,000 

円 

副分団長 214,000 

円 

303,000 

円 

388,000

円 

478,000

円 

624,000

円 

809,000

円 

909,000 

円 

部長および班長 204,000 

円 

283,000 

円 

358,000

円 

438,000

円 

564,000

円 

734,000

円 

834,000 

円 

団員 200,000 

円 

264,000 

円 

334,000

円 

409,000

円 

519,000

円 

689,000

円 

789,000 

円 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の愛荘町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

別表の規定は、令和７年４月１日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日

前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。 
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議案第６号 

愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町健康診査負担金徴収条例の一部を改正する条例 

愛荘町健康診査負担金徴収条例（平成１８年愛荘町条例第１１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条ただし書中「胃がん検診（胃内視鏡検査）、子宮頸がん検診および乳がん検診を」

を削る。 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第７号 

愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例の全部改正について 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例 

愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例（平成１８年愛荘町条例第１７０号）

の全部を改正する。 

（設置・目的） 

第１条 本町における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、愛荘町学童保育所（以

下「学童保育所」という。）を設置する。 

（名称および位置） 

第２条 学童保育所の名称および位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

愛知川小学校区学童保育所 愛荘町沓掛４８０番地 

愛知川東小学校区学童保育所 愛荘町豊満５７３番地 

秦荘東小学校区学童保育所 愛荘町東出２５番地 

秦荘西小学校区学童保育所 愛荘町島川１１６２番地 

愛荘町小学校区学童保育所 愛荘町愛知川１７４９番地１ 

愛荘町スポーツ学童保育所 愛荘町蚊野２９７８番地 

（事業） 

第３条 学童保育所においては、次の事業を行う。 

（１） 入所児童の文化、体育およびレクリエーション活動 

（２） 入所児童の日常の生活指導 

（３） その他目的達成のために必要な活動 

（入所対象児童） 

第４条 学童保育所に入所できる児童は、本町に在住し、愛荘町内の小学校に在籍する小

学１年生から６年生の児童で、その保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児

童とする。 
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（開館時間等） 

第５条 学童保育所の開館時間は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定めるとおり

とする。 

（１） 小学校の授業日 小学校の下校時から午後７時まで 

（２） 小学校の休業日 午前７時３０分から午後７時まで 

２ 学童保育所の休館日は、次のとおりとする。 

（１） 毎週日曜日および国民の祝日 

（２） ８月１３日から８月１６日まで 

（３） １２月２９日から翌年１月３日まで 

３ 町長は、必要と認めるときは、第１項に規定する開館時間を変更し、または前項に規

定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。 

（入所の承認） 

第６条 入所対象児童を学童保育所へ入所させようとする者は、規則で定めるところによ

り町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようと

するときも、同様とする。 

２ 町長は、前項の規定による承認をする場合においては、施設の管理上必要な限度にお

いて、条件を付すことができる。 

（利用料金） 

第７条 前条第１項の規定による承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表に

定める額を利用料金として町長に納めなければならない。 

２ 利用料金は、利用月分を当該月の末日までに納めなければならない。ただし、規則で

特別の定めをする場合は、この限りでない。 

３ 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。 

４ 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、利用料金を減免することがで

きる。 

５ 詐欺その他不正の行為により利用料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５

万円とする。）以下の過料に処する。 

（承認の取消し等） 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の規定による承認

を取り消し、または利用を制限し、もしくは利用の停止を命ずることができる。 
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（１） 利用者が偽りその他不正の手段によって第６条第１項の規定による承認を受け

たとき。 

（２） 利用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

（３） 利用者が第６条第２項の規定により付された条件に違反したとき。 

（４） 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。 

（５） その他町長が特に必要と認めたとき。 

（利用遵守事項） 

第９条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 許可を受けた目的以外に利用し、または他人に利用させないこと。 

（２） 許可のない室または物件を利用しないこと。 

（３） 火気に充分注意すること。 

（４） 利用中建物または付属物の保全に充分注意すること。もし、それらをき損し、

もしくは亡失したときは、すみやかに町長に届け出ること。 

（５） その利用を終わったときまたは利用の許可を取り消され、もしくは利用の中止

を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原形に復すること。 

（６） 前各号のほか町長が指示した事項 

２ 町長は、前項第４号による届出があった場合、または発見したときは、利用者にその

損害賠償を命ずることがある。 

（指定管理者による管理） 

第１０条 町長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務（以下「管理業務」という。）を

行わせることができる。 

（１） 第３条各号に掲げる業務 

（２） 施設および設備の維持管理に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務 

２ 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる管理業務を行わせる場合にお

ける第６条、第８条および第９条の規定の適用については、これらの規定中「町長」と

あるのは、「指定管理者」とする。 

３ 第１項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第７条の規定に

かかわらず、利用者は、利用料金を指定管理者が定める納期までに指定管理者に納めな
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ければならない。 

（１） 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（２） 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長

の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 

（３） 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由に

より承認に係る施設を利用することができないとき、その他指定管理者が必要と認め

る場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。 

（４） 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長

の承認を得て、利用料金を減免することができる。 

（指定管理者の管理の基準等） 

第１１条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。 

（１） 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に学童保育所の運営を行うこと。 

（２） 学童保育所の施設および設備の維持運営を適切に行うこと。 

（指定管理者における開館時間等の変更） 

第１２条 第１０条第１項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、

第５条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認

を得て、同条第１項に規定する開館時間を変更し、または同条第２項に規定する休館日

を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

① 入所料

入所時１人 ７，０００円 ただし、同時入所の２人目以降 １人 ５，０００円 

② 保育料

１・２・５・６・９・１０・１１・１２月 月額 １０，０００円 

３・４・７月 月額 １４，０００円 

８月 月額 １８，０００円 

ただし、２人目以降の入所児童については、月額３，０００円を減額することができ
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る。 

③ 一時預かりに係る保育料

半日 １，５００円 

１日 ３，０００円 
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議案第８号 

愛荘町こども家庭センター設置条例 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

愛荘町こども家庭センター設置条例 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１０条の２第１

項の規定に基づき、児童および妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、愛荘町こ

ども家庭センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（名称および位置） 

第２条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

愛荘町こども家庭センター 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川７２番地 

（業務） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

（１） 法第１０条の２第２項各号に掲げる業務 

（２） 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２２条第１項各号に掲げる業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務 

（職員） 

第４条 センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定 

める。 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２１号 

町道の路線の認定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和７年２月１７日 

愛荘町長  有村 国知  

町道の路線の認定につき議決を求めることについて 

 次の路線を町道の路線に認定することにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第

８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

記 

新規認定 

路線番号 路線名 
起  点 

重要な経過地 
終 点 

Ｅ２５３ 長野下南原線 
長野字下南原８２０－２ 

長野字西出１１２４－８ 

Ｅ２５４ 石橋二ツ橋１号線 
石橋字二ツ橋８５３－２４ 

石橋字二ツ橋８６３ 

Ｅ２５５ 石橋二ツ橋２号線 
石橋字二ツ橋８５３－２ 

石橋字二ツ橋８５３－３１ 
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